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北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
の
再
調
査
お
よ
び
対
北
朝
鮮
経
済
制
裁
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
八
年
六
月
十
三
日
、
町
村
官
房
長
官
（
当
時
）
は
、
北
京
で
開
か
れ
た
日
朝
公
式
実
務
者
協
議
で
、
北
朝
鮮
が
日
本

人
拉
致
問
題
の
「
再
調
査
」
を
表
明
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
北
朝
鮮
の
対
応
を
踏
ま
え
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
や
核
実
験

を
受
け
て
実
施
し
て
き
た
制
裁
措
置
を
見
直
す
旨
発
表
し
た
。

具
体
的
に
は
、
�
北
朝
鮮
籍
者
の
入
国
原
則
禁
止
、
�
日
本
の
国
家
公
務
員
の
北
朝
鮮
渡
航
の
原
則
見
合
わ
せ
、
日
本
か
ら

北
朝
鮮
へ
の
渡
航
自
粛
要
請
、
�
日
朝
間
の
航
空
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
日
本
乗
り
入
れ
禁
止
、
が
解
除
さ
れ
る
見
通
し
と
さ
れ
、

ま
た
、
す
べ
て
の
北
朝
鮮
船
舶
の
入
港
禁
止
措
置
も
、
日
本
か
ら
人
道
支
援
物
資
を
運
ぶ
場
合
に
限
り
認
め
る
こ
と
と
さ
れ

た
。そ

の
後
、
本
年
八
月
十
三
日
の
中
華
人
民
共
和
国
瀋
陽
市
に
お
け
る
日
朝
実
務
者
協
議
（
以
下
、
実
務
者
協
議
）
で
、
北
朝

鮮
が
拉
致
被
害
者
の
再
調
査
の
た
め
の
委
員
会
（
以
下
、
再
調
査
委
員
会
）
を
発
足
さ
せ
れ
ば
、
日
本
が
人
的
往
来
と
航
空

チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
乗
り
入
れ
規
制
の
制
裁
を
解
除
す
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
が
、
進
展
が
な
い
た
め
十
月
以
降
も
制
裁
措
置

を
継
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
の
点
、
外
務
省
に
よ
る
と
、
北
朝
鮮
が
再
調
査
を
開
始
し
た
場
合
に
は
制
裁
を
一
部
解
除
す
る
方
針
は
維
持
す
る
た
め
、

一



期
限
ま
で
に
再
調
査
が
開
始
さ
れ
れ
ば
制
裁
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

報
道
に
よ
る
と
、
兒
玉
和
夫
外
務
報
道
官
は
本
年
十
月
七
日
の
記
者
会
見
で
、
北
朝
鮮
が
約
束
し
た
拉
致
被
害
者
の
再
調

査
に
つ
い
て
「
麻
生
太
郎
首
相
は
国
連
演
説
な
ど
で
、
物
事
を
前
に
動
か
す
合
意
を
着
実
に
履
行
す
る
よ
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
り
続
け
て
い
る
。
併
せ
て
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
申
し
入
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
麻
生
内
閣
発
足
後
に
北
京
の
日
本
大
使

館
経
由
で
、
早
期
に
着
手
す
る
よ
う
求
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
再
調
査
の
着
手
に
加
え
、
再
調
査
委
員
会
の
構
成

等
、
再
調
査
の
具
体
的
方
法
に
つ
き
、
実
務
者
協
議
以
後
、
本
年
十
月
七
日
ま
で
の
間
に
日
本
政
府
が
北
朝
鮮
に
具
体
的
に

要
求
・
要
望
し
た
事
項
、
ま
た
は
、
そ
の
予
定
と
し
て
い
た
事
項
は
あ
る
か
。

二

私
見
と
し
て
は
、
再
調
査
の
着
手
の
み
な
ら
ず
、
再
調
査
の
具
体
的
内
容
の
交
渉
に
進
展
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
制
裁
を

継
続
す
る
と
い
う
姿
勢
を
内
外
に
表
明
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
に
お
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

二


